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保育環境の充実に関する意見書 

 

 国は、保育士一人が見る子どもの人数を配置基準として定めており、その数は、０歳

児３人、１～２歳児６人、３歳児２０人、４～５歳児３０人ですが、４～５歳児の配置

基準は７５年前から一度も変わっていません。イギリスでは３～４歳児８人、ドイツ・

ベルリン市では３歳児以上１０人を保育士一人が見る基準としています。 

 日本の配置基準では、子どもに寄り添う保育ができず、安全も守れないため、ほとん

どの自治体が独自に基準を上乗せし、職員を増やして対応しています。しかし、園の収

入は入所する子どもの人数で決まるため、配置基準を上回る分の職員の給与などは園の

負担となります。金銭的な余裕がない園では、職員の処遇改善ができません。 

 一人の保育士が見る子どもの人数が多くなるほど、目や手が行き届きにくくなります。

人手が足りなくなる一方、コロナ禍などで業務が増え、疲弊に拍車が掛かる園も少なく

ありません。保育の質に関わる深刻な事態となっています。 

 政府は、令和５年度予算案で、４歳児以上を預かる保育所のうち、保育士一人が見る

子どもの人数が２５人以上の施設を対象に、追加で保育士を雇うための補助を拡充する

としましたが、こうした補助制度を更に充実させることなどが重要です。 

よって、墨田区議会は、国会及び政府に対し、どの子どもにも安心・安全な保育環境

を保障するために、保育関連予算の安定的な確保、保育士の処遇改善等、保育環境の充

実を進めるよう強く要望します。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。 
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